
令
和
元
年
五
月
二
十
二
日
提
出

質

問

第

一

七

九

号

大
田
区
京
浜
島
の
事
業
者
及
び
従
業
員
へ
の
羽
田
空
港
低
空
飛
行
ル
ー
ト
採
用
の
影
響
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

松

原

仁
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大
田
区
京
浜
島
の
事
業
者
及
び
従
業
員
へ
の
羽
田
空
港
低
空
飛
行
ル
ー
ト
採
用
の
影
響
に
関
す
る
質
問
主
意
書

羽
田
空
港
へ
離
着
陸
す
る
航
空
機
の
飛
行
経
路
変
更
計
画
に
関
し
て
、
現
在
政
府
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
新
飛
行
経
路
案
に
よ

れ
ば
、
南
風
時
の
十
五
時
か
ら
十
九
時
ま
で
の
間
の
三
時
間
に
、
一
時
間
あ
た
り
最
大
十
四
便
の
航
空
機
が
東
京
都
心
を
低
空

飛
行
し
Ａ
滑
走
路
に
進
入
し
着
陸
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
も
し
こ
の
ル
ー
ト
が
実
現
し
た
場
合
、
羽
田
空
港
の
北
西
に
ほ

ぼ
隣
接
す
る
京
浜
島
で
は
、
上
空
約
七
十
メ
ー
ト
ル
を
航
空
機
が
飛
来
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
歴
史
を
紐
解
け

ば
、
Ｃ
滑
走
路
が
建
設
さ
れ
る
ま
で
の
羽
田
空
港
の
環
境
は
、
Ａ
滑
走
路
に
航
空
機
が
北
側
か
ら
着
陸
す
る
経
路
が
取
ら
れ
、

低
空
飛
行
の
航
空
機
か
ら
極
め
て
過
酷
な
騒
音
が
京
浜
島
に
降
り
注
ぎ
、
飛
行
ル
ー
ト
直
下
で
操
業
す
る
事
業
者
及
び
そ
の
従

業
員
が
ひ
ど
く
悩
ま
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
過
去
の
低
空
飛
行
問
題
に
つ
い
て
は
、
京
浜
島
の
中
で

も
特
に
飛
行
経
路
の
真
下
に
位
置
す
る
九
事
業
者
の
経
営
者
ら
が
、
東
京
国
際
空
港
新
Ａ
滑
走
路
供
用
禁
止
を
求
め
行
政
訴
訟

を
起
こ
す
に
至
っ
た
﹇
昭
和
六
十
三
年
（
行
ウ
）
第
二
〇
一
号
﹈
。
こ
の
訴
訟
は
結
果
的
に
Ｃ
滑
走
路
の
完
成
以
後
は
原
則
と

し
て
京
浜
島
上
空
を
航
空
機
は
飛
行
し
な
い
と
い
う
内
容
の
、
運
輸
大
臣
ら
に
よ
る
準
備
書
面
を
受
け
て
、
事
業
者
ら
に
よ
る

訴
え
の
取
り
下
げ
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
羽
田
空
港
新
飛
行
経
路
案
が
採
用
さ
れ
た
場
合
の
、
京
浜
島
で
、

特
に
飛
行
ル
ー
ト
直
下
で
操
業
す
る
事
業
者
や
そ
の
労
働
者
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一



一

京
浜
島
上
空
で
の
飛
行
機
の
高
度
、
お
よ
び
そ
の
直
下
の
騒
音
に
つ
い
て

�

現
在
計
画
さ
れ
て
い
る
新
飛
行
経
路
案
に
よ
る
と
、
京
浜
島
上
空
を
通
る
時
の
航
空
機
の
高
度
は
地
上
何
メ
ー
ト
ル
程

度
と
想
定
し
て
い
る
か
。

�

�
に
関
連
し
て
、
航
空
機
が
京
浜
島
の
上
空
を
通
過
す
る
場
合
に
、
地
上
で
は
最
大
何
デ
シ
ベ
ル
程
度
の
騒
音
が
発
生

す
る
と
想
定
し
て
い
る
か
。
政
府
が
説
明
会
等
で
例
示
す
る
、
一
般
的
な
大
型
機
、
中
型
機
、
小
型
機
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
の
数
値
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

二

飛
行
経
路
直
下
に
位
置
す
る
京
浜
島
で
操
業
す
る
事
業
者
に
よ
る
計
画
へ
の
合
意
の
必
要
性
に
つ
い
て

�

再
び
発
生
が
予
想
さ
れ
る
騒
音
な
ど
へ
の
懸
念
か
ら
、
京
浜
島
で
操
業
す
る
事
業
者
の
中
に
、
新
飛
行
経
路
へ
の
反
対

意
見
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
か
。

�

京
浜
島
上
空
の
よ
う
な
飛
行
高
度
が
極
め
て
低
い
地
域
に
お
い
て
は
、
非
常
に
強
い
騒
音
が
飛
行
経
路
直
下
の
限
定
さ

れ
た
場
所
に
集
中
し
て
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
本
件
は
、
京
浜
島
全
体
で
共
有
さ
れ
る
一
つ
の
問
題

と
い
う
よ
り
は
、
ル
ー
ト
の
直
下
に
位
置
す
る
特
定
の
事
業
者
か
ら
合
意
を
得
る
こ
と
が
特
に
重
要
と
な
る
。
具
体
的
に

は
東
京
鉄
鋼
工
業
協
同
組
合
の
Ｃ
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
地
域
が
、
特
に
大
き
な
騒
音
被
害
を
受
け
る
と
考
え
ら
れ
る
。
過

二



去
に
行
政
訴
訟
を
起
こ
し
た
京
浜
島
の
事
業
者
、
も
し
く
は
前
述
の
Ｃ
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
事
業
者
に
対
し
、
新
飛
行
経

路
案
の
説
明
を
一
般
に
公
開
さ
れ
た
説
明
会
と
は
別
に
行
っ
た
か
。
行
っ
て
い
な
い
場
合
、
今
後
そ
の
よ
う
な
個
別
の
説

明
会
の
要
望
が
あ
れ
ば
開
催
を
検
討
す
る
か
。

�

京
浜
島
は
工
業
専
用
地
域
で
あ
り
、
騒
防
法
の
適
用
外
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
過
去
の
京
浜
島
に
お
け
る
航
空
機

問
題
で
は
、
多
数
の
従
業
員
が
騒
音
を
理
由
に
し
て
退
職
す
る
な
ど
、
決
し
て
受
忍
で
き
な
い
レ
ベ
ル
の
被
害
が
実
際
に

発
生
し
た
。
新
飛
行
経
路
に
対
す
る
地
元
の
理
解
を
得
る
た
め
に
は
、
形
式
的
な
対
応
に
固
執
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
こ

う
し
た
過
去
の
被
害
や
、
前
述
の
行
政
訴
訟
終
結
の
経
緯
も
踏
ま
え
た
措
置
が
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
Ｃ
グ

ル
ー
プ
に
属
す
る
事
業
者
に
よ
る
騒
音
対
策
へ
の
助
成
な
ど
を
検
討
し
て
い
る
か
。
し
て
い
な
い
場
合
、
今
後
検
討
を
始

め
る
余
地
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


